
 

 

 

 

令和３年第１回東広島市議会定例会 
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議     案 
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同意案第７５号 

 

   固定資産評価員の選任の同意について 

 

東広島市固定資産評価員に次の者を選任することについて、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和３年３月１８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  前 延 国 治 



‐２‐ 

（提案理由） 

東広島市固定資産評価員多田稔が令和３年３月３１日をもって退任するため、そ

の後任の評価員の選任について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方税法 

第４０４条 

２ 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちか

ら、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。 


